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川島町空き家等実態調査業務委託プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名 

 川島町空き家等実態調査業務委託 

 

２ 目的 

この要領は、川島町空き家等実態調査業務委託について、柔軟かつ高度な発

想力や豊富な経験を有る民間事業者を、公募型プロポーザル方式により、受注

候補者として選定するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

３ 履行期間 

契約締結日から令和６年１２月２０日（金）まで 

 

４ 業務概要 

  業者概要は次のとおり。詳細は別紙仕様書を確認すること。 

 （１）業務内容 

  ・現地実態調査 

  ・調査結果のデータベース化及び分布図の作成 

  ・報告書作成 

 （２）委託料 

  ４，０００，０００円（税込）以内とする。 

 

５ 応募資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令大１６号）第１６７条の４第１項

の規定に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更生手続

き開始の申し立て、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第

１９条に基づく破産手続きの申し立て又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）第２１条に基づく再生手続きの申し立てがなされていない

こと。 

（３）川島町暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第１号に規定

する暴力団の構成員等でないこと。 

（４）本業務委託の公告日から契約締結日までの間において、本町の指名停

止等の措置を受けていないこと。 

（５）国税及び県税並びに市町村税を滞納していないこと。 

（６） その他、法令等に違反していないこと又は違反するおそれがないこと。 

 （７）今回の業務を遂行するために必要な知識、技術及び調査研究の実績等

を有すること。 
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 （８） 本業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤や事務処理体制を有し、

関係者等との連絡・調整等を円滑に行い、打合せ等に常時参加できる体

制を取れること。 

 

６ 選考方法 

 プロポーザル方式による評価選考 

 

７ 応募手続き等 

 （１）応募に必要な書類の配布 

   応募に必要な書類については、次のいずれかにより入手すること。 

   ①本町ホームページからのダウンロード 

   ②本町まち整備課窓口での受け取り 

 （２）応募に係る質問 

   本募集要領及び仕様書等に関する質問がある場合は、質問票（様式第１

号）によりメール又はＦＡⅩにより提出すること。 

   受付期限：令和６年５月１７日（金）午後５時必着 

   提 出 先：川島町まち整備課まちづくり・空き家対策室 駒林、品川 

        電 話 ０４９－２９９－１７６３（直通） 

        ＦＡⅩ ０４９－２９７－８４３７ 

        メール akiya@town.kawajima.saitama.jp 

   回  答：令和６年５月２０日（月）を目途に当町ホームページに掲載

します。 

 （３）企画提案書の提出 

   応募する事業者は、次のとおり企画提案書を持参又は郵送（簡易書留で

送付すること。）により提出すること。 

   提出期限：令和６年５月２４日（金）午後５時必着 

   提 出 先：川島町まち整備課まちづくり・空き家対策室 

        〒350-0192 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林 870-1 

 

８ 企画提案書の作成及び記載上の留意事項 

 （１）企画提案書作成上の基本的事項 

   本募集要領を熟読の上、その内容を踏まえた企画提案書を作成すること。 

本プロポーザルは、川島町空き家等実態調査業務の委託業者選定にあたり、

調査方法や業務体制等について提案を求めるものであり、具体的な内容、

成果品の一部の作成及び提出を求めるものではない。 

具体的な業務は、契約後に企画提案書に記載された内容を確認し、本町

との協議を経て実施するものとする。 

（２）提出書類 

mailto:akiya@town.kawajima.saitama.jp
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【１】企画提案申込書（様式第２号） 

【２】提案資格を有していることを証明する書類（写し可） 

※本町の指名競争入札参加業者一覧に登載済みである場合は不要。 

ア 法人登記簿謄本（法人の場合のみ。発行後３か月以内のもの） 

イ 定款又は寄附行為（全て複写。法人以外の場合は相当する書類） 

ウ－１ 国に納付すべき法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 

（発行後３か月以内のもの。法人はその３の３、個人はその３の２。） 

ウ－２ 税情報確認同意書（様式第３－１号） 

ウ－３ 国税又は町民税等の納税義務がな場合は、その理由を記載した 

申立書（様式第３－２号） 

【３】申請する団体の役員等名簿（様式第４号） 

 ※本町の指名競争入札参加業者一覧に登載済みである場合は不要。 

【４】印鑑証明書（発行後３か月以内のもの。） 

【５】企画提案書（任意様式） 

 ※企画提案書は、次の内容を含めて作成すること。 

  ・本業務の実施体制 

  ・予定担当者の氏名・所属・業務実績・経験年数等 

  ・他の地方公共団体の実績 

  ・業務実施方針、実施内容、実施手法等 

【６】見積書（任意様式） 

【７】工程表（任意様式） 

【８】会社概要、設立趣旨、事業内容のパンフレット等 

（３）企画提案書作成に係る留意点 

・Ａ４版両面印刷による作成を基本とすること。 

・提案内容は、仕様書の業務内容を反映し、明瞭かつ具体的に記載するこ

と。 

・仕様書の内容以外にも有益な提案があれば記載すること。 

・提出した企画提案書の差し替えは原則認めない。 

・【５】から【９】までを 1つに綴って提出すること。 

 

９ 提案辞退 

企画提案申込書を提出した者が、企画提案を辞退する場合は、任意様式で辞

退届を作成し、持参又は郵送により提出すること。 

 

１０ 受注候補者の選定 

 提案者による企画提案内容に係るプレゼンテーションの後、その内容を審査

する。評価の合計点が最も高く、かつ総合配点の５０％以上である者を受注候

補者とする。次点の者は次点受注候補者とし、次点以降も同様とする。ただし、
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最も高い評価点を獲得した提案者が２以上ある場合は、見積書の見積価格がよ

り低い者を優先する。 

 審査は非公開で行い、審査経過等に関する問合せには応じない。 

 （１）選定基準 

   川島町空き家等実態調査業務委託プロポーザル審査要領により、総合的

な評価を行う。 

 （２）プレゼンテーション 

  日 時 令和６年５月２９日（水） 午前１０時から（予定） 

  場 所 川島町役場 ２階 大会議室 

  所要時間 ３０分（説明２０分、質疑１０分） 

  ・プレゼンテーションの順番は企画提案書の受付順とする。 

  ・出席者数は１提案者あたり２名以内として、業務責任者の出席を必須と

する。 

  ・プロジェクター及びスクリーンは本町で準備するが、その他プレゼンテ

ーションの実施に必要な機器は各提案者が用意すること。 

 （３）結果の通知 

   選定終了後、各提案者あてに書面により速やかに通知する。 

 

１１ 契約 

 （１）契約の締結 

   受注候補者に選定された者は速やかに本町と契約交渉にあたり、提案内

容を始め業務の履行に関する詳細について協議し、双方合意の後に本業務

委託契約を締結する。なお、協議が合意に至らなかった場合は、次点受注

候補者との協議に入る。 

 （２）契約金額 

   契約金額は、受注候補者が新たに見積書を提出し、町が設定する予定価

格の範囲内と確認した上で決定する。 

 

１２ スケジュール 

プロポーザル実施の公告 令和６年５月  日（ ） 

募集要領等の配布 令和６年５月  日（ ）から 

５月２４日（金）午後５時まで 

質問書の提出期限 令和６年５月１７日（金）午後５時まで 

企画提案申込書等の提出期限 令和６年５月２４日（金） 

プレゼンテーション 令和６年５月２９日（水） 

受注候補者の決定及び通知 令和６年５月３０日（木）（予定） 
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１３ その他の留意点 

 （１）次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効とする。 

  ・応募資格のない者が提案したとき。 

  ・応募事業者が複数の提案をしたとき。 

  ・書類等に虚偽の記載をしたとき。 

  ・所定の日時及び場所に企画提案書を提出しないとき。 

  ・誤字、脱字等により意思表示が極端に不明確であるとき。 

  ・その他、審査評価に影響を及ぼすような不誠実な行為を行ったとき。 

 （２）提出期限以降の企画提案書等の差し替え及び再提出は原則として認め

ない。 

 （３）企画提案書等の作成に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

 （４）提出された企画提案書等は返却しない。 

 （５）企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。ただし、事業者選定結

果の公表等、本事業に関し必要と認められる用途については、提案書の

一部又は全部を無償で使用できるものとする。 

 （６）企画提案書等の提出書類は、審査を行う作業に必要な場合において、

その一部又は全部を使用（複製、転記又は転写等）することができるも

のとする。 

（７） 受注候補者の選定に関する審査内容及び経過等については非公開とし、

審査に関する異議申し立てには一切応じないものとする。 

 

１４ 問合せ先 

 〒３５０－０１９２ 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林８７０－１ 

 川島町まち整備課 まちづくり・空き家対策室 駒林、品川、大野 

 電 話  ０４９－２９９－１７６３(直通) 

 ＦＡＸ  ０４９－２９７－８４３７ 

 メール  akiya@town.kawajima.saitama.jp 


